
大分市

令和８年６月

大分市指導監査課

1

令和８年度介護職員等処遇改善加算の
改定事項について（令和８年６月１日以降）



大分市はじめに
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日頃から介護保険行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

本資料は令和８年度介護職員等処遇改善加算（以下、「処遇改善加算」という。）

の改定事項概要をお示しするものであり主な改正点等を掲載しています。

制度改正の詳細については、厚生労働省ホームページや大分市ホームページに

てご確認ください。

各事業者におかれましては、処遇改善加算の算定要件等を十分ご確認のうえ、

適正な事業運営を行っていただくようよろしくお願いいたします。

【大分市ホームページ掲載先】
（https://www.city.oita.oita.jp/o081/kenko/fukushi/r8syogukaizenkeikaku.html）
大分市ホーム＞健康・福祉・医療＞介護・障がい者・福祉＞介護保険＞事業者の方へ
＞介護保険サービス等事業者の方へ＞令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
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大分市１．処遇改善加算の拡充について

4【出典】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf



大分市１．処遇改善加算の拡充について

6【出典】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf



大分市２．賃金改善の実施に係る基本的な考え方について
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処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働省が示す「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考
え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和８年度分）」及び「介護職員等処遇改善加算
に関するQ&A（第１版）」について（介護保険最新情報vol.1479）を十分に確認の上、適切に賃金改善を実
施してください。

要件

●処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金の改善を実施しなければならない。

●賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行うものとする。
この場合、特定した項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。また、基本給による賃金改善が
望ましい。

●過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員そ
の他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。新規に実施する賃金改善は、ベースアップ
により行うことを基本とする。

●職種間の賃金配分については、介護職員、特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要である
ことに留意しつつ、介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。
ただし、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所の

みに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行って
はならない。

賃金改善の実施に係る基本的な考え方の主な内容は以下のとおりです。

【大分市ホームページ掲載先】
（https://www.city.oita.oita.jp/o081/kenko/fukushi/r8syogukaizenkeikaku.html）
大分市ホーム＞健康・福祉・医療＞介護・障がい者・福祉＞介護保険＞事業者の方へ＞介護保険サービス等事業者の方へ
＞令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について



大分市３．処遇改善加算の要件について
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処遇改善加算の具体的要件については、以下および次のページ以降のとおりですが、サー
ビス種別ごとに算定要件が異なりますので、該当ページを必ず確認するようにお願いします。

要件

・処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、大分市に届け出ていること。

・計画の期間中に実施する処遇改善の内容及び処遇改善に要した費用を全ての職員に周
知していること。

・処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

・事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を大分市に報告すること。

・算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法等の法令に違反し、罰金以上の
刑に処せられていないこと。

・労働保険料の納付が適正に行われていること。

●全サービス共通要件



大分市３．処遇改善加算の要件について
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ⅣⅢⅡロⅡイⅠロⅠイ要件項目

〇〇〇〇〇〇
処遇改善加算（Ⅳ）を算定した場合に見込まれる額の２分の
１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充当

①月額賃金改善要件
（月給による賃金改善）

〇〇〇〇〇〇
任用の際の職位、職責、職務内容等の要件及び賃金体系を
書面で作成し、全ての介護職員に周知

②キャリアパス要件Ⅰ
（任用要件・賃金体系の整備等）

〇〇〇〇〇〇
資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、研修の実施又
は研修の機会の確保し、全ての介護職員に周知

③キャリアパス要件Ⅱ
（研修の実施等）

―〇〇〇〇〇
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕
組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みを書面で整備し、全ての介護職員に周知

④キャリアパス要件Ⅲ
（昇給の仕組みの整備等）

――〇〇〇〇
経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の
賃金の見込額が年額440 万円以上

⑤キャリアパス要件Ⅳ
（改善後の年額賃金要件）

――――〇〇サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定
※訪問介護は特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定

⑥キャリアパス要件Ⅴ
（介護福祉士等の配置要件）

〇〇――――区分ごとに１以上の取組（生産性向上は２以上）

⑦職場環境等要件 ――〇〇〇〇区分ごとに２以上の取組（生産性向上は３以上）

――〇〇〇〇HP掲載等を通じた見える化（取組内容の具体的記載）

――〇―〇―
「ケアプランデータ連携システムを利用している」又は「社会
福祉連携推進法人に所属している」

⑧令和８年度特例要件

●対象サービス・・・訪問介護、夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護
通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護



大分市３．処遇改善加算の要件について
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ⅣⅢⅡロⅡイⅠロⅠイ要件項目

〇〇〇〇〇〇
処遇改善加算（Ⅳ）を算定した場合に見込まれる額の２分の
１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充当

①月額賃金改善要件
（月給による賃金改善）

〇〇〇〇〇〇
任用の際の職位、職責、職務内容等の要件及び賃金体系を
書面で作成し、全ての介護職員に周知

②キャリアパス要件Ⅰ
（任用要件・賃金体系の整備等）

〇〇〇〇〇〇
資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、研修の実施又
は研修の機会の確保し、全ての介護職員に周知

③キャリアパス要件Ⅱ
（研修の実施等）

―〇〇〇〇〇
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕
組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みを書面で整備し、全ての介護職員に周知

④キャリアパス要件Ⅲ
（昇給の仕組みの整備等）

――〇〇〇〇
経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の
賃金の見込額が年額440万円以上

⑤キャリアパス要件Ⅳ
（改善後の年額賃金要件）

――――〇〇
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定
※短期入所生活介護および短期入所療養介護の場合、上記又は併設本体
施設が処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ている

⑥キャリアパス要件Ⅴ
（介護福祉士等の配置要件）

〇〇――――区分ごとに１以上の取組（生産性向上は２以上）

⑦職場環境等要件 ――〇〇〇〇区分ごとに２以上の取組（生産性向上は３以上）

――〇〇〇〇HP掲載等を通じた見える化（取組内容の具体的記載）

――〇―〇―
「ケアプランデータ連携システムを利用している」又は「生産
性向上推進体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している」又は
「社会福祉連携推進法人に所属している」

⑧令和８年度特例要件

●対象サービス・・・小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
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ⅣⅢⅡロⅡイⅠロⅠイ要件項目

〇〇〇〇〇〇
処遇改善加算（Ⅳ）を算定した場合に見込まれる額の２
分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手
当に充当

①月額賃金改善要件
（月給による賃金改善）

〇〇〇〇〇〇
任用の際の職位、職責、職務内容等の要件及び賃金
体系を書面で作成し、全ての介護職員に周知

②キャリアパス要件Ⅰ
（任用要件・賃金体系の整備等）

〇〇〇〇〇〇
資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、研修の
実施又は研修の機会の確保し、全ての介護職員に周
知

③キャリアパス要件Ⅱ
（研修の実施等）

―〇〇〇〇〇
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給
する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判
定する仕組みを書面で整備し、全ての介護職員に周知

④キャリアパス要件Ⅲ
（昇給の仕組みの整備等）

――〇〇〇〇
経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改
善後の賃金の見込額が年額440万円以上

⑤キャリアパス要件Ⅳ
（改善後の年額賃金要件）

――――〇〇

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定
※特定施設入居者生活介護の場合、上記又は入居継続支援加算
（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）を算定

※（地域密着型）介護老人福祉施設の場合、上記又は日常生活継続
支援加算（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）を算定

⑥キャリアパス要件Ⅴ
（介護福祉士等の配置要件）

〇〇――――区分ごとに１以上の取組（生産性向上は２以上）

⑦職場環境等要件 ――〇〇〇〇区分ごとに２以上の取組（生産性向上は３以上）

――〇〇〇〇HP掲載等を通じた見える化（取組内容の具体的記載）

――〇―〇―
「生産性向上推進体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定してい
る」又は「社会福祉連携推進法人に所属している」

⑧令和８年度特例要件

●対象サービス・・・特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設、介護医療院
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A又はBを満たすこと

要件項目

BA

〇―
任用の際の職位、職責、職務内容等の要件及び賃金体系を書面で作成
し、全ての介護職員に周知

①キャリアパス要件Ⅰ
（任用要件・賃金体系の整備等）

〇―
資質向上の支援に関する目標及び具体的な計画を策定し、研修の実施
又は研修の機会の確保し、全ての介護職員に周知

②キャリアパス要件Ⅱ
（研修の実施等）

〇―区分ごとに１以上の取組（生産性向上は２以上）③職場環境等要件

―〇
「ケアプランデータ連携システムを利用している」又は「社会福祉連携推進
法人に所属している」

④令和８年度特例要件

●対象サービス・・・訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅介護支援
介護予防支援


